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一
定
の
期
間
内
に
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
自
己
負
担
額
の
合
算
額
が
算
定
基
準

額
を
超
え
た
場
合
に
、
超
え
た
額
を
支
給

し
ま
す
。
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８
月
１
日
か
ら
翌
年
の
７
月　

日
ま
で

３１

の
１
年
間
。

　

た
だ
し
、
今
年
度
は
平
成　

年
４
月
１

２０

日
か
ら
適
用
と
な
る
た
め
、
対
象
期
間
が

１
年
４
か
月
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
医
療
費
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が

８
月
以
降
に
集
中
す
る
な
ど
、
平
成　

年
２０

８
月
１
日
か
ら
の
１
年
間
で
算
定
し
た
と

き
の
支
給
額
が
多
く
な
る
場
合
は
、
そ
の

期
間
で
算
定
し
ま
す
。
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毎
年
７
月　

日（
基
準
日
）現
在
、
加
入

３１

し
て
い
る
医
療
保
険
の
世
帯
単
位
で
、
過

去
１
年
間
に
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
両
方
を
負
担
し
た
場
合
に
合
算
し
ま

す
。

　

た
だ
し
、
住
民
登
録
上
は
同
じ
世
帯
で

も
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
異
な
る

と
き
は
別
世
帯
と
な
り
、
合
算
で
き
ま
せ

ん
。

　

な
お
、
入
院
時
や
施
設
入
所
時
の
食
事

代
や
差
額
室
料
な
ど
、
保
険
適
用
外
の
負

担
額
は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

合
算
療
養
費
は
、
左
ペ
ー
ジ
の
計
算
方

法
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

��
�
�
�
�

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
ま
た
は
岩
見
沢

市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

で
、
支
給
の
対
象
と
な
る
被
保
険
者
の
方

に
は
、
後
日
、
申
請
に
関
す
る
お
知
ら
せ

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
申
請
に

関
す
る
お
知
ら
せ
を
送
付
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
平
成　

年
７

２０

２１

月　

日
ま
で
の
間
に
、

３１
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こ
れ
ら
に
該
当
す
る
方
は
、
前
住
所
の

市
区
町
村
、
ま
た
は
以
前
に
加
入
し
て
い

た
医
療
保
険
お
よ
び
介
護
保
険
か
ら
の
自

己
負
担
額
証
明
書
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
全
国
健
康
保
険
協
会（
協
会
け

ん
ぽ
）な
ど
、
他
の
医
療
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
保
険
者

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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　後期高齢者医療制度の内容や平成２２年度からの新しい保険料率の説明会が行

われます。

　日　時　１月１３日�　午後２時～４時

　会　場　自治体ネットワークセンター　４階マルチメディアホール（有明町南１）

　定　員　２６０人（申し込みの必要はありませんが、定員を超えた場合、入場を制限することがあります）

　問合先　北海道後期高齢者医療広域連合　�（０１１）２９０局５６０１
　　　　　または、市高齢・介護室医療給付係

医療費の自己負担額（１年分）
同じ医療保険制度に加入している世帯全
員に高額療養費制度を適用した後の自己
負担額
※国民健康保険に加入している７０歳未満の方
の自己負担額は、１か所の医療機関（総合病
院などは診療科ごと）で、１か月間に２１,０００
円以上負担したものが対象。

介護保険の自己負担額
（１年分）

高額介護サービス費制度を適用し
た後の自己負担額

�
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算定基準額負　　　　担　　　　区　　　　分

６７万円　（８９万円）被保険者証または高齢受給者証の負担割合が「３割」となっている方

３１万円　（４１万円）世帯全員が住民税非課税の方（区分Ⅱ）

１９万円　（２５万円）
世帯全員が住民税非課税で下記のいずれかに該当する方（区分Ⅰ）
　�世帯全員に所得がなく、公的年金の受給額が８０万円以下
　�老齢福祉年金を受給している方

５６万円　（７５万円）上記以外の方

算定基準額負　　　　担　　　　区　　　　分

１２６万円（１６８万円）基礎控除後の総所得金額などが６００万円を超える世帯

３４万円　（４５万円）世帯全員が住民税非課税の方

６７万円　（８９万円）上記以外の方

��������
���������������������������������
�（超えた額が５００円以下の場合は、支給の対象となりません）

※（　）内の金額は、平成２０年４月から平成２１年７月までの１年４か月の基準額です。
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